
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　永久磁石からなるロータマグネットと、前記ロータマグネットとギャップを形成して磁
気回路を構成する強磁性材から成るステータヨークと、駆動コイルと、から成る駆動源と
、
　絞り開口径を調節する光量調節部材と、
　前記駆動源の駆動力を前記光量調節部材に伝達する伝達手段とを有する光量調節装置に
おいて、
　

　

磁気的変曲点を設けたことを特徴とする光量調節装置。
【請求項２】
　請求項 において、前記駆動コイルへの通電遮断時に前記伝達手段を一定位置に向けて
付勢するばね部材を有することを特徴とする光量調節装置。
【請求項３】
　請求項 において、前記磁気的変曲点を前記 ヨークに設けた切欠部に
より形成したことを特徴とする光量調節装置。
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前記光量調節部材が閉じ位置にあるときに前記駆動コイルへ通電することで、前記光量
調節部材の動作を開始させ、

前記ロータマグネットの極の頂点がこの移動範囲のうち小絞り側の範囲内に位置してい
る状態において、前記ステータヨークの円周上片側の部位であって、前記極の頂点と対向
する部位に、前記ロータマグネットと前記ステータヨークの間に働く磁力が他の部位より
も小さい

１

１または２ ステータ



【請求項４】
　請求項 において、前記磁気的変曲点を前記 ヨークに設けた穴部によ
り形成したことを特徴とする光量調節装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビデオカメラ、スチルカメラなどの光学機器に搭載される光量調節装置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の光量調節装置は、例えばビデオカメラに搭載された場合、時々刻々変わる
撮影状況や明るさに即応して自動露出制御を行うために、光量可変部材をスムーズに往復
駆動して絞り開口径を変化させるようにしており、光量可変部材を往復駆動するための往
復駆動装置としては、図７に示す電磁作用のみでの駆動方式と、この電磁作用にバネ作用
を併用した方式等が提案されている。
【０００３】
　図７に示す光量調節装置の往復駆動装置は、絞り開口１５を有する地板６とキャップ７
の各軸受部に出力軸が回転可能に軸支されたマグネットロータ１と、マグネットロータ１
の外周に空隙を有して外装された地板６に固定されるヨーク２ と、マグネットロータ１
とヨーク２０の間に配置された駆動コイル３および制動コイル４とにより駆動部を構成し
、マグネットロータ１の出力軸に伝達部材としての出力用レバー８を固定したものである
。また、地板６と絞り開口１６を有するケース１２との間には、一対の光量可変部材９、
１０が設けられ、この一対の光量可変部材９、１０の端部に形成された係合穴９ａ、１０
ａに出力用レバー８の両端部の係合ピン８ａ、８ｂが夫々係合している。
【０００４】
また、電磁作用にバネ作用を併用した方式では、図７に示す出力用レバー８をバネ部材１
４により閉じ方向に付勢するようにしている。
【０００５】
図７に示す従来の光量調節装置において、ヨーク２０は、実開昭５８－９７９５７号公報
に記載されているように、帯状平板素材をロール成形して円筒体を形成した後、該円筒体
の周面突き合わせ部をシーム溶接し、更に該円筒体を切断することで構成されたり、ある
いは、該ヨークの突き合わせ部もしくは継手部を周面に有した筒体として構成されており
、該突き合わせ部もしくは該継手部が接着や溶接などの永久固着方法によらずに単なる機
械的係合及び機械的嵌め合い並びにジグソー的嵌め合いなどの係合関係によって構成され
ている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の光量調節装置では、駆動部の小型化や省電力化により、マ
グネットロータの磁力の低下による、ヨークへの吸着力の低下や軸損失の軽減によりマグ
ネットロータが磁気的に中立となり、以下のような問題を生じる虞があった。
【０００７】
すなわち、光量調節装置の外部からの振動、衝撃により、光量可変部材９、１０からの力
に負けて保持している口径が変化し、光量が変化する。
【０００８】
また、駆動部が磁気的中立となり、回路制御に対して光量調節装置の反応が過敏になり、
発振などの制御不能の状態に陥る。
【０００９】
　 の目的は、光量調節装置の光量可変部材が形成する所定の口径が装置の軸受のガ
タや、外部からの振動、衝撃により変化しないように保持することができる光量調節装置
を提供することにある。

10

20

30

40

50

(2) JP 3836554 B2 2006.10.25

１または２ ステータ

０

本発明



【００１４】
【問題を解決するための手段】
　 の目的を実現する構成は、永久磁石からなるロータマグネットと、前記ロータマ
グネットとギャップを形成して磁気回路を構成する強磁性材から成るステータヨークと、
駆動コイルと、から成る駆動源と、絞り開口径を調節する光量調節部材と、前記駆動源の
駆動力を前記光量調節部材に伝達する伝達手段とを有する光量調節装置において、

磁気的変曲点 設けたものである。
【００１５】
　上記構成において、磁気的変曲点が生じることにより、駆動源の磁気回路が乱れてマグ
ネットロータの磁気的中立が崩れ、磁気的変曲点が形成される 例えばヨークの溝、切り
欠き等の反対側にロータマグネットが引き寄せられるように作用する。
【００１６】
このため、前記ロータマグネットの軸受穴内でのガタを抑えて回転運動の安定化が図れ、
また前記駆動源に係合する前記光量調節部材により形成される開口径の安定化も図ること
が可能となる。
【００１８】
上記構成において、前記マグネットロータが前記ヨークに引き寄せられる力が小絞りのと
きになるように動作する。
【００１９】
　 、前記駆動コイルへの通電遮断時に前記伝達手段を一定位置に向けて付
勢するばね部材を 。上記構成において、前記伝達手段が全開位置、ま
たは全閉位置にばね付勢されるように動作する。
【００２０】
　 、前記磁気的変曲点を前記ヨークに設けた穴部により形成 。
【００２１】
上記構成において、磁気的変曲点を穴で構成しても、マグネットロータが、ヨークの特定
方向に引き寄せられるように動作する。また、切欠き部と異なり、単品搬送時に互いに絡
み合おうこともない。
【００２３】
　 構成において、全開口径が小型
化すると外部からの振動、衝撃による前記伝達部材の変動が光量変化に与える影響度が大
きく作用する。
【００２４】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
図１は本発明の光量調節装置の第１の実施の形態を示す分解斜視図である。
【００２５】
図において、１は回転自在に配置されているラジアル方向に二極で着磁されているロータ
マグネット、２は切り欠き部２ａを有し、ロータマグネット１と空壁（ギャップ）を介し
て対向配置されて磁気回路を構成している強磁性材からなるヨーク、３はロータマグネッ
ト１を駆動するための駆動コイル、４はロータマグネット１の回転速度に比例した逆起電
圧を検出するための制動コイルである。
【００２６】
５は駆動コイル３及び制動コイル４を固定するためのテープ、６は絞り開口１５を有する
地板で、ロータマグネット１の軸受け（不図示）及び伝達部材８の止当たり部（不図示）
を有し、各部材を支持、係止する。７はロータマグネット１の軸受けのためのキャップで
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量調節部材が閉じ位置にあるときに前記駆動コイルへ通電することで、前記光量調節部材
の動作を開始させ、前記ロータマグネットの極の頂点がこの移動範囲のうち小絞り側の範
囲内に位置している状態において、前記ステータヨークの円周上片側の部位であって、前
記極の頂点と対向する部位に、前記ロータマグネットと前記ステータヨークの間に働く磁
力が他の部位よりも小さい を

。

本発明において
設けることができる

また することができる

前記光量調節部材の全開口径を直径１２ｍｍ以下とした



ある。
【００２７】
８はロータマグネット１の駆動力を光量可変部材９、１０に伝達するための伝達部材とし
ての出力レバーであって、地板６に設けられた不図示のストッパーにより回転範囲が規制
されることにより、ロータマグネット１の駆動範囲を規制する機能も有している。
【００２８】
９、１０は伝達部材８と嵌合して駆動され、絞り開口を決定して光量を可変とするための
光量可変部材、１１は一方の光量可変部材９に固着されて過大光量を和らげるためのＮＤ
フィルター、１２は開口１６を有し、光量可変部材９、１０を支持するためのケース、１
３は駆動コイル３及び制動コイル４の端子がハンダ付けされて外部から信号を授受するた
めのプリント配線基板である。１７はロータマグネット１の回転を検知するホール素子で
ある。
【００２９】
本実施の形態において、ヨーク２は、駆動コイル３と制動コイル４間の対向しない位置に
、磁気的変曲点を設定するための切欠き部２ａが形成されている。
【００３０】
ここで、磁気的変曲点とは、本来、マグネットとステーターの間には均一の磁力が働く。
そのため、ローターマグネットを引き寄せる力も均一である。
【００３１】
しかし、ステーターヨークに切欠き、穴などを設けることにより、面積、体積が不均一に
なる。面積的、体積的に少ない部分は働く磁力も少なくなる。この磁力が小さくなる部分
を本明細書中において磁気的変曲点とする。
【００３２】
本実施の形態のヨーク２が有するこの磁気的変曲点の作用を図２に示す駆動部のモデル図
を用いて以下に説明するが、本実施の形態においてロータマグネット１の着磁の境界なす
境界位置に合わせて伝達部材８をロータマグネット１の出力軸に固定しており、またヨー
ク２の切り欠き部２ａと、ロータマグネット１の位置関係は図２に示すようになっている
。
【００３３】
　上記構成において、ヨーク２の切り欠き部２ａにより、磁気的に変曲が生じ、ロータマ
グネット には矢印方向に不均一な力が働く。
【００３４】
図２を例に挙げて説明すると、図２の（ａ）に示す閉じ切り位置では、ロータマグネット
の片側の極の頂点に切り欠きを設定している。この状態では切り欠き部２ａでは磁力がｔ
１とｔ２に分離され、その合力がＴ２となる。切り欠き部２ａではヨーク２への引力がな
いため、Ｔ１＞Ｔ２となり、結果的に磁力Ｔ１の方向にロータマグネット１が引き寄せら
れ、そこでの保磁力が強いものとなる。
【００３５】
次に、コイルに通電すると、ｒ方向に力が発生してロータマグネット１および伝達部材で
ある出力レバー８が一体に回転する。磁力Ｔ１の力の大きさは変化しないが、磁力ｔ１，
ｔ２は力の大きさが回転とともに変化する。図２の（ｂ）に示す中間絞り位置では、図２
の（ａ）に示す閉じ切り方向から開き切り方向に回転した場合、ｔ１＞ｔ２と変化する。
磁力Ｔ２は閉じ切りの時は磁力のピークが切り欠きにあるため、Ｔ２の大きさは閉じきり
と比較して大きい。
【００３６】
また、ロータマグネット１は、極の頂点が磁力が一番強く、中心より離れるにつれて弱く
なる。
【００３７】
閉じ切り～中間絞り～開ききりの範囲で、磁力Ｔ１は変化しないが、磁力Ｔ２は大きく、
かつ、力の働く方向が磁力Ｔ１を打ち消す方向に変化して、図２の（ｃ）に示す開き切り
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で引き寄せ効果は最小となる。
【００３８】
すなわち、切り欠き部２ａと磁力のピーク（極の頂点）が一致したところが引き寄せ効果
が最大となる。
【００３９】
ところで、光量調整部材が開ききりのときと、閉じきりに近い小絞りのときを比較すると
、小絞り時が駆動部の変動に対して口径面積の変化率は大きくなる。そのため、中間絞り
より、小絞り側で引き寄せ効果が最大となるようにヨーク２の切り欠き部２ａ、すなわち
磁気的変曲点を設定することが光量変化に対しての効果を得るには望ましい。すなわち、
極の頂点の移動範囲の半分よりも小絞り側の範囲にこの磁気的変曲点を設定する。
【００４０】
磁気的変曲点を形成する本実施の形態の切り欠部２ａの位置は、図２において、小絞り側
１／２の範囲以外の他の位置であってもよい。
【００４１】
また、制動コイル４がないもの、制動コイル４のスペースを駆動コイル３に利用したもの
であってもよい。
【００４２】
（第２の実施の形態）
図３は本発明の第２の実施の形態を示す。
【００４３】
図３は図１に示す第１の実施の形態における伝達部材８に一定方向に付勢させるばね１４
を取付けたもので、その他の部材は共通であり、同じ符号を付してその説明は省略する。
【００４４】
上記構成において、ばねは特性上、付勢する方向の最大点、例えば、閉じ方向に付勢させ
た場合、閉じきり点での付勢力が駆動部作動範囲内で最小となり、開ききりで最大になる
。
【００４５】
この最小となった点では、駆動部のロータマグネット１を保持する力も弱くなる。本実施
の形態では、このばねによる保持力が弱くなることを補強する位置にヨーク２の切り欠き
部２ａを設けるようにしている。
【００４６】
（第３の実施の形態）
図４、図５は第３の実施の形態を示す。
【００４７】
図４は図３に示す第２の実施の形態におけるヨーク２の形状のみが異なり、他の部材は共
通であり、同じ符号を付してその説明を省略する。
【００４８】
本実施の形態におけるヨーク２は、磁気的変曲点をヨーク２の側面に形成した穴部２ｂに
形成したものであり、磁気的変曲点を穴部２ｂで形成することでヨーク２の機械的強度を
増加することができ、また、単品状態の搬送などで、切欠き部がないので、ヨーク同士が
絡んだりすることがなくなる。
【００４９】
ヨーク２に形成する磁気的変曲点のための穴部は真円のみでなく、異形穴であってもよく
、さらに図５の（ａ）～（ｈ）に示すような形状のものであってもよい。
【００５０】
（第４の実施の形態）
図６は第４の実施の形態を示す。
【００５１】
第１、第２の実施の形態におけるヨーク２の切り欠部２ａとしては、単なるスリット形状
だけではなく、図６の（ａ）～（ｈ）に示すような様々な溝で構成してもよく、例えばヨ

10

20

30

40

50

(5) JP 3836554 B2 2006.10.25



ーク２の切り欠き部２ａを異形状の溝にすることでヨーク２の機械的強度を増加すること
ができ、また、単品状態の搬送などでのヨークどうしの絡みがなくなる。
【００５２】
【発明の効果】
　 発明によれば、ステータヨークの切り欠きにより、磁気的変曲点ができ、そのことに
よりロータマグネットが引き寄せられて、ロータマグネットの軸受穴内でのガタを抑えて
回転運動を安定させ、前記駆動源に係合する前記光量調節部材が構成する口径形状、面積
を安定させ、光量の安定した信頼性の高い光量調節装置が提供できる。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の分解斜視図。
【図２】図１の光量調節装置の動作を示す図。
【図３】本発明の第２の実施の形態の分解斜視図。
【図４】本発明の第３の実施の形態の分解斜視図。
【図５】本発明の第４の実施の形態を示すヨークの穴の各種の形態の平面図。
【図６】本発明の第５の実施の形態を示すヨークの溝の各種の形態の平面図。
【図７】従来の光量調節装置の分解斜視図。
【符号の説明】
１…ロータマグネット
２…ヨーク
２ａ…切り欠き部
２ｂ…穴部
３…駆動コイル
４…制動コイル
５…テープ
６…地板
７…キャップ
８…伝達部材
９…光量可変部材
１０…光量可変部材
１１…ＮＤフィルター
１２…ケース
１３…プリント配線基板
１４…戻しばね
１５…開口口径
１７…ホール素子
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本

さらにロータマグ
ネットを引き寄せる位置を小絞り側に設定することで、駆動源の変動の影響の大きい小絞
り時の口径形状、面積を安定させ、光量の安定した信頼性の高い光量調節装置が提供でき
る。
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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